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プロポーザル実施要領
第６条（２）

書類の提出部数について、提案書と見積書は合計８部
とありますが、会社パンフレットとＰマーク写しは７
部とあります。提案書と見積書の部数に合わせた８部
にする必要はないでしょうか。

会社パンフレットとＰマーク写しを８部提出する必要
はございません。
要領に記載のとおり、企画提案書と見積書は各８部
（正本１部、副本７部）、会社案内等の資料とプライ
バシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ ２７００１の認証
取得を証する書類の写しについては、各７部の提出を
お願いいたします。
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